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Ⅰ 平成２１年度 
 

 

福島県後期高齢者医療広域連合 

各会計歳入歳出決算書 
 

2 



(単位：円)

区　　　分 収 入 済 額 支 出 済 額 差 引 残 額

福島県後期高齢者医療広域連合
一般会計

2,961,172,410 2,886,549,823 74,622,587

福島県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計

215,175,507,481 206,085,538,251 9,089,969,230

合計 218,136,679,891 208,972,088,074 9,164,591,817

 1　平成21年度福島県後期高齢者医療広域連合各会計歳入歳出決算一覧表
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2　平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算書

 1. 分担金及び負担金 800,784,000 800,784,000

 1. 負担金 800,784,000 800,784,000

 2. 国庫支出金 2,048,489,000 2,048,490,489

 1. 国庫負担金 10,734,000 10,734,800

 2. 国庫補助金 2,037,755,000 2,037,755,689

 3. 県支出金 10,734,000 10,734,800

 1. 県負担金 10,734,000 10,734,800

 4. 財産収入 4,431,000 3,092,711

 1. 財産運用収入 4,431,000 3,092,711

 5. 繰越金 97,846,000 97,846,423

 1. 繰越金 97,846,000 97,846,423

 6. 諸収入 48,000 223,987

 1. 預金利子 1,000 159,169

 2. 雑入 47,000 64,818

2,962,332,000 2,961,172,410

- 4 -

項 予 算 現 額 調 定 額

歳　　入　　合　　計

　歳　入

款



（単位：円）

800,784,000 0 0 0

800,784,000 0 0 0

2,048,490,489 0 0 1,489

10,734,800 0 0 800

2,037,755,689 0 0 689

10,734,800 0 0 800

10,734,800 0 0 800

3,092,711 0 0 △1,338,289

3,092,711 0 0 △1,338,289

97,846,423 0 0 423

97,846,423 0 0 423

223,987 0 0 175,987

159,169 0 0 158,169

64,818 0 0 17,818

2,961,172,410 0 0 △1,159,590

- 5 -

不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額
予 算 現 額 と

収 入 済 額 と の 比 較



 1. 議会費 1,220,000

 1. 議会費 1,220,000

 2. 総務費 87,318,000

 1. 総務管理費 87,030,000

 2. 選挙費 102,000

 3. 監査委員費 186,000

 3. 民生費 2,810,400,000

 1. 社会福祉費 2,810,400,000

 4. 予備費 63,394,000

 1. 予備費 63,394,000

2,962,332,000

歳入歳出差引残額 円 翌年度へ繰越

　歳　出

款

- 6 -

項 予 算 現 額

歳　　出　　合　　計

74,622,587



（単位：円）

727,240 0 492,760 492,760

727,240 0 492,760 492,760

81,920,190 0 5,397,810 5,397,810

81,688,885 0 5,341,115 5,341,115

58,234 0 43,766 43,766

173,071 0 12,929 12,929

2,803,902,393 0 6,497,607 6,497,607

2,803,902,393 0 6,497,607 6,497,607

0 0 63,394,000 63,394,000

0 0 63,394,000 63,394,000

2,886,549,823 0 75,782,177 75,782,177

予 算 現 額 と

支 出 済 額 と の 比 較
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翌 年 度 繰 越 額 不 用 額支 出 済 額



３　平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

  歳　入

 1. 分担金及び負担金 800,784,000 0 0 800,784,000

 1. 負担金 800,784,000 0 0 800,784,000

 1. 構成市町村負担 800,784,000 0 0 800,784,000

金

 1. 市町村負担金 800,784,000

 2. 国庫支出金 11,540,000 2,036,949,000 0 2,048,489,000

 1. 国庫負担金 11,540,000 △806,000 0 10,734,000

 1. 保険料不均一賦 11,540,000 △806,000 0 10,734,000

課負担金

 1. 保険料不均一賦 10,734,000

課負担金

 2. 国庫補助金 0 2,037,755,000 0 2,037,755,000

 1. 民生費国庫補助 0 2,037,755,000 0 2,037,755,000

金

 1. 社会福祉費補助 2,037,755,000

金

 3. 県支出金 11,540,000 △806,000 0 10,734,000

 1. 県負担金 11,540,000 △806,000 0 10,734,000

 1. 保険料不均一賦 11,540,000 △806,000 0 10,734,000

課負担金

 1. 保険料不均一賦 10,734,000

課負担金

 4. 財産収入 4,431,000 0 0 4,431,000

 1. 財産運用収入 4,431,000 0 0 4,431,000

 1. 財産貸付収入 971,000 0 0 971,000

 1. 建物貸付収入 971,000

 2. 利子及び配当金 3,460,000 0 0 3,460,000

 1. 利子 3,460,000

 5. 繰越金 72,096,000 25,750,000 0 97,846,000

 1. 繰越金 72,096,000 25,750,000 0 97,846,000

 1. 繰越金 72,096,000 25,750,000 0 97,846,000

 1. 前年度繰越金 97,846,000

 6. 諸収入 48,000 0 0 48,000

 1. 預金利子 1,000 0 0 1,000

 1. 預金利子 1,000 0 0 1,000

 1. 預金利子 1,000

 2. 雑入 47,000 0 0 47,000

 1. 雑入 47,000 0 0 47,000

 1. 雑入 47,000

900,439,000 2,061,893,000 0 2,962,332,000

金　　額

節   

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

区　　　分

- 8 -

計当初予算額
款　項　目

継続費及び

補正予算額
繰越事業費

繰 越 財 源

充 当 額

歳　入　合　計



（単位：円）

800,784,000 800,784,000 0 0

800,784,000 800,784,000 0 0

800,784,000 800,784,000 0 0

800,784,000 800,784,000 0 0 ○共通経費負担金 800,784,000

2,048,490,489 2,048,490,489 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0 ○保険料不均一賦課負担金 10,734,800

2,037,755,689 2,037,755,689 0 0

2,037,755,689 2,037,755,689 0 0

2,037,755,689 2,037,755,689 0 0 ○高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 2,037,755,689

10,734,800 10,734,800 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0

10,734,800 10,734,800 0 0 ○保険料不均一賦課負担金 10,734,800

3,092,711 3,092,711 0 0

3,092,711 3,092,711 0 0

1,093,920 1,093,920 0 0

1,093,920 1,093,920 0 0 ○借上公舎入居料 1,093,920

1,998,791 1,998,791 0 0

1,998,791 1,998,791 0 0 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金利子 1,998,791

97,846,423 97,846,423 0 0

97,846,423 97,846,423 0 0

97,846,423 97,846,423 0 0

97,846,423 97,846,423 0 0 ○前年度繰越金 97,846,423

223,987 223,987 0 0

159,169 159,169 0 0

159,169 159,169 0 0

159,169 159,169 0 0 ○歳計現金預金利子 159,169

64,818 64,818 0 0

64,818 64,818 0 0

64,818 64,818 0 0 ○社会保険料納付金等 64,818

2,961,172,410 2,961,172,410 0 0
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備　　　　　　　　　　考収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額調  定  額



  歳　出

 1. 議会費 1,220,000 0 0 0 1,220,000

 1. 議会費 1,220,000 0 0 0 1,220,000

 1. 議会費 1,220,000 0 0 0 1,220,000

 1. 報酬 414,000

 9. 旅費 330,000

11. 需用費 156,000

12. 役務費 202,000

14. 使用料及 85,000

び賃借料

19. 負担金・ 33,000

補助及び

交付金

 2. 総務費 106,366,000 △19,048,000 0 0 87,318,000

 1. 総務管理費 106,078,000 △19,048,000 0 0 87,030,000

 1. 一般管理 105,855,000 △19,048,000 0 0 86,807,000

費

 1. 報酬 188,000

 4. 共済費 981,000

 7. 賃金 7,465,000

 9. 旅費 1,861,000

10. 交際費 100,000

11. 需用費 777,000

12. 役務費 1,418,000

13. 委託料 1,615,000

14. 使用料及 10,122,000

び賃借料

19. 負担金・ 62,280,000

補助及び

交付金

 2. 会計管理 223,000 0 0 0 223,000

費

11. 需用費 10,000

12. 役務費 213,000

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目
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727,240 0 0 0 492,760

727,240 0 0 0 492,760

727,240 0 0 0 492,760

413,421 0 0 0 579 ◇議会運営費 727,240

87,572 0 0 0 242,428 　○議員報酬、費用弁償 500,993 

109,947 0 0 0 46,053 　○非常勤職員公務災害補償金負担金 32,800 

42,000 0 0 0 160,000 　○事務費 193,447 

41,500 0 0 0 43,500

32,800 0 0 0 200

81,920,190 0 0 0 5,397,810

81,688,885 0 0 0 5,341,115

81,579,433 0 0 0 5,227,567

147,917 0 0 0 40,083 ◇広域連合長・副広域連合長報酬等 77,867

785,098 0 0 0 195,902 　○広域連合長・副広域連合長報酬、

6,208,620 0 0 0 1,256,380 　　費用弁償 74,517 

1,797,602 0 0 0 63,398 　○非常勤職員公務災害補償金負担金 3,350 

0 0 0 0 100,000 ◇派遣職員人件費等 67,486,959

582,701 0 0 0 194,299 　○借上公舎賃貸借料等 7,460,940 

834,371 0 0 0 583,629 　○派遣職員人件費等負担金　 60,026,019 

1,614,243 0 0 0 757 ◇臨時職員雇用費 7,022,961

9,476,312 0 0 0 645,688 ◇事務局管理運営費 6,869,164

　○情報セキュリティポリシー策定等支援

60,132,569 0 0 0 2,147,431 　　及び情報セキュリティ監査業務委託料

1,575,000 

　○財務会計システム賃貸借料 1,362,312 

　○ファクス複合機賃貸借料 441,568 

　○公用車リース料 318,780 

　○事務費 3,171,504 

◇情報公開等適正化事業費 122,482

　○情報公開・個人情報保護審査会委員

　　報酬、費用弁償 95,812 

　○非常勤職員公務災害補償金負担金 3,200 

　○事務費 23,470 

共済費から委託料へ 5,000

109,452 0 0 0 113,548

4,452 0 0 0 5,548 ◇会計管理費 109,452

105,000 0 0 0 108,000 　○指定金融機関事務取扱手数料 105,000 

　○事務費 4,452 

繰 越継 続 費
支出済額

逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

（単位：円）
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備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越

不用額



 2. 選挙費 102,000 0 0 0 102,000

 1. 選挙管理 50,000 0 0 0 50,000

委員会費

 1. 報酬 33,000

 9. 旅費 10,000

12. 役務費 1,000

14. 使用料及 2,000

び賃借料

19. 負担金・ 4,000

補助及び

交付金

 2. 広域連合 52,000 0 0 0 52,000

長選挙費

11. 需用費 20,000

12. 役務費 32,000

 3. 監査委員費 186,000 0 0 0 186,000

 1. 監査委員 186,000 0 0 0 186,000

費

 1. 報酬 142,000

 9. 旅費 33,000

11. 需用費 6,000

12. 役務費 2,000

19. 負担金・ 3,000

補助及び

交付金

 3. 民生費 774,255,000 2,036,145,000 0 0 2,810,400,000

 1. 社会福祉費 774,255,000 2,036,145,000 0 0 2,810,400,000

 1. 老人福祉 774,255,000 2,036,145,000 0 0 2,810,400,000

費

19. 負担金・ 124,674,000

補助及び

交付金

25. 積立金 2,041,217,000

28. 繰出金 644,509,000

 4. 予備費 18,598,000 44,796,000 0 0 63,394,000

 1. 予備費 18,598,000 44,796,000 0 0 63,394,000

 1. 予備費 18,598,000 44,796,000 0 0 63,394,000

900,439,000 2,061,893,000 0 0 2,962,332,000

- 12 -

歳　出　合　計

 区　　分 金    額 

当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

計
節款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰越事業費 支 出 及 び

繰 越 額 流 用 増 減



58,234 0 0 0 43,766

36,937 0 0 0 13,063

25,000 0 0 0 8,000 ◇選挙管理委員会費 36,937

6,837 0 0 0 3,163 　○選挙管理委員会委員報酬、費用弁償 31,837 

0 0 0 0 1,000 　○非常勤職員公務災害補償金負担金 3,200 

1,900 0 0 0 100 　○事務費 1,900 

旅費から使用料及び賃借料 2,000

3,200 0 0 0 800 旅費から負担金・補助金及び交付金 2,000

21,297 0 0 0 30,703

6,297 0 0 0 13,703 ◇広域連合長選挙費 21,297

15,000 0 0 0 17,000 　○事務費 21,297 

173,071 0 0 0 12,929

173,071 0 0 0 12,929

141,667 0 0 0 333 ◇監査委員費 173,071

28,554 0 0 0 4,446 　○監査委員報酬、費用弁償 170,221 

0 0 0 0 6,000 　○非常勤職員公務災害補償金負担金 2,850 

0 0 0 0 2,000 旅費から報酬 2,000

2,850 0 0 0 150

2,803,902,393 0 0 0 6,497,607

2,803,902,393 0 0 0 6,497,607

2,803,902,393 0 0 0 6,497,607

119,639,313 0 0 0 5,034,687 ◇後期高齢者医療事業 2,684,263,080

　○後期高齢者医療制度臨時特例基金

　　積立金 2,039,754,480 

2,039,754,480 0 0 0 1,462,520 　○後期高齢者医療特別会計事務費等

644,508,600 0 0 0 400 　　繰出金 623,039,000 

　○保険料不均一賦課繰出金 21,469,600 

◇派遣職員人件費 119,639,313

　○派遣職員人件費 119,639,313 

0 0 0 0 63,394,000

0 0 0 0 63,394,000

0 0 0 0 63,394,000

2,886,549,823 0 0 0 75,782,177

繰 越

- 13 -

繰 越 明 許 費

不用額 備　　　　　考
継 続 費 繰 越

支出済額

翌　年　度　繰　越　額

事 故

逓 次

（単位：円）



（単位:千円）

　　　

１． 2,961,172

２． 2,886,550

３． 74,622

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

５． 74,622

６． 0

金　　　額

４．

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

実 質 収 支 額

福島県後期高齢者医療広域連合一般会計

4　実質収支に関する調書

計

-　14　-

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

区　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 額



-　15　-



5　平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

 1. 市町村支出金 32,888,369,000 33,808,323,937

 1. 市町村負担金 32,888,369,000 33,808,323,937

 2. 国庫支出金 69,708,357,000 72,164,918,045

 1. 国庫負担金 49,903,789,000 51,601,205,376

 2. 国庫補助金 19,804,568,000 20,563,712,669

 3. 県支出金 17,034,693,000 16,966,229,099

 1. 県負担金 17,034,691,000 16,966,229,099

 2. 県財政安定化基金支出金 1,000 0

 3. 県補助金 1,000 0

 4. 支払基金交付金 84,946,751,000 85,525,327,000

 1. 支払基金交付金 84,946,751,000 85,525,327,000

 5. 特別高額医療費共同事業交 35,056,000 35,056,754

付金

 1. 特別高額医療費共同事業交 35,056,000 35,056,754

付金

 6. 繰入金 2,230,597,000 2,230,701,469

 1. 一般会計繰入金 644,508,000 644,508,600

 2. 基金繰入金 1,586,089,000 1,586,192,869

 7. 繰越金 4,301,035,000 4,301,035,274

 1. 繰越金 4,301,035,000 4,301,035,274

 8. 県財政安定化基金借入金 1,000 0

 1. 県財政安定化基金借入金 1,000 0

 9. 諸収入 137,615,000 143,915,903

 1. 延滞金・加算金及び過料 2,000 0

　歳　入

款

- 16 -

項 予 算 現 額 調 定 額



（単位：円）

33,808,323,937 0 0 919,954,937

33,808,323,937 0 0 919,954,937

72,164,918,045 0 0 2,456,561,045

51,601,205,376 0 0 1,697,416,376

20,563,712,669 0 0 759,144,669

16,966,229,099 0 0 △68,463,901

16,966,229,099 0 0 △68,461,901

0 0 0 △1,000

0 0 0 △1,000

85,525,327,000 0 0 578,576,000

85,525,327,000 0 0 578,576,000

35,056,754 0 0 754

35,056,754 0 0 754

2,230,701,469 0 0 104,469

644,508,600 0 0 600

1,586,192,869 0 0 103,869

4,301,035,274 0 0 274

4,301,035,274 0 0 274

0 0 0 △1,000

0 0 0 △1,000

143,915,903 0 0 6,300,903

0 0 0 △2,000

予 算 現 額 と

収 入 済 額 と の 比 較

- 17 -

不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額



 2. 預金利子 15,269,000 16,175,062

 3. 雑入 122,344,000 127,740,841

211,282,474,000 215,175,507,481

- 18 -

歳　　入　　合　　計

款 項 予 算 現 額 調 定 額



（単位：円）

16,175,062 0 0 906,062

127,740,841 0 0 5,396,841

215,175,507,481 0 0 3,893,033,481

予 算 現 額 と

収 入 済 額 と の 比 較

- 19 -

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額



 1. 総務費 696,589,000

 1. 総務管理費 696,589,000

 2. 保険給付費 205,404,270,000

 1. 療養諸費 197,459,418,000

 2. 高額療養諸費 7,191,852,000

 3. その他医療給付費 753,000,000

 3. 県財政安定化基金拠出金 201,274,000

 1. 県財政安定化基金拠出金 201,274,000

 4. 特別高額医療費共同事業拠出金 37,690,000

 1. 特別高額医療費共同事業拠出金 37,690,000

 5. 保健事業費 310,652,000

 1. 健康保持増進事業費 310,652,000

 6. 公債費 1,000

 1. 公債費 1,000

 7. 諸支出金 1,590,329,000

 1. 償還金及び還付加算金 1,590,329,000

 8. 予備費 3,041,669,000

 1. 予備費 3,041,669,000

211,282,474,000

歳入歳出差引残額 円 翌年度へ繰越

歳　　出　　合　　計

9,089,969,230

款

　歳　出

- 20 -

項 予 算 現 額



（単位：円）

675,324,501 0 21,264,499 21,264,499

675,324,501 0 21,264,499 21,264,499

203,415,443,950 0 1,988,826,050 1,988,826,050

195,930,339,054 0 1,529,078,946 1,529,078,946

6,742,604,896 0 449,247,104 449,247,104

742,500,000 0 10,500,000 10,500,000

198,381,000 0 2,893,000 2,893,000

198,381,000 0 2,893,000 2,893,000

33,177,677 0 4,512,323 4,512,323

33,177,677 0 4,512,323 4,512,323

218,084,540 0 92,567,460 92,567,460

218,084,540 0 92,567,460 92,567,460

0 0 1,000 1,000

0 0 1,000 1,000

1,545,126,583 0 45,202,417 45,202,417

1,545,126,583 0 45,202,417 45,202,417

0 0 3,041,669,000 3,041,669,000

0 0 3,041,669,000 3,041,669,000

206,085,538,251 0 5,196,935,749 5,196,935,749

予 算 現 額 と

支 出 済 額 と の 比 較

- 21 -

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額支 出 済 額



6　平成２１年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

  歳　入

 1. 市町村支出金 33,978,914,000 △ 0 32,888,369,000

1,090,545,000

 1. 市町村負担金 33,978,914,000 △ 0 32,888,369,000

1,090,545,000

 1. 保険料等負担金 16,661,381,000 △ 0 16,202,090,000

459,291,000

 1. 保険料等負担金 16,202,090,000

 2. 療養給付費負担 17,178,521,000 △631,254,000 0 16,547,267,000

金

 1. 現年度分 16,434,548,000

 2. 過年度分 112,719,000

 3. 保健事業負担金 139,012,000 0 0 139,012,000

 1. 保健事業負担金 139,012,000

 2. 国庫支出金 72,468,459,000 △ 0 69,708,357,000

2,760,102,000

 1. 国庫負担金 52,093,189,000 △ 0 49,903,789,000

2,189,400,000

 1. 療養給付費負担 51,535,561,000 △ 0 49,303,647,000

金 2,231,914,000

 1. 現年度分 49,303,646,000

 2. 過年度分 1,000

 2. 高額医療費負担 557,628,000 42,514,000 0 600,142,000

金

 1. 現年度分 584,738,000

 2. 過年度分 15,404,000

 2. 国庫補助金 20,375,270,000 △570,702,000 0 19,804,568,000

 1. 調整交付金 20,316,034,000 △598,438,000 0 19,717,596,000

 1. 調整交付金 19,717,596,000

 2. 後期高齢者補助 59,236,000 27,736,000 0 86,972,000

金

 1. 後期高齢者補助 86,972,000

金

 3. 県支出金 17,736,151,000 △701,458,000 0 17,034,693,000

 1. 県負担金 17,736,149,000 △701,458,000 0 17,034,691,000

 1. 療養給付費負担 17,178,521,000 △743,972,000 0 16,434,549,000

金

 1. 現年度分 16,434,548,000

 2. 過年度分 1,000

 2. 高額医療費負担 557,628,000 42,514,000 0 600,142,000

金

款　項　目

継続費及び

補正予算額
繰 越 財 源

充 当 額
区　　　分

- 22 -

計当初予算額

金　　額

節   

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰越事業費



(単位：円)

33,808,323,937 33,808,323,937 0 0

33,808,323,937 33,808,323,937 0 0

16,425,052,883 16,425,052,883 0 0

16,425,052,883 16,425,052,883 0 0 ○後期高齢者医療保険料 12,513,182,365

○保険基盤安定負担金 3,909,315,228

○その他納付金 2,555,290

17,291,239,446 17,291,239,446 0 0

17,178,520,033 17,178,520,033 0 0 ○療養給付費負担金現年度分 17,178,520,033

112,719,413 112,719,413 0 0 ○療養給付費負担金過年度分 112,719,413

92,031,608 92,031,608 0 0

92,031,608 92,031,608 0 0 ○健康診査事業負担金 92,031,608

72,164,918,045 72,164,918,045 0 0

51,601,205,376 51,601,205,376 0 0

51,001,173,075 51,001,173,075 0 0

51,001,173,075 51,001,173,075 0 0 ○療養給付費負担金現年度分 51,001,173,075

0 0 0 0

600,032,301 600,032,301 0 0

584,627,771 584,627,771 0 0 ○高額医療費負担金現年度分 584,627,771

15,404,530 15,404,530 0 0 ○高額医療費負担金過年度分 15,404,530

20,563,712,669 20,563,712,669 0 0

20,453,467,000 20,453,467,000 0 0

20,453,467,000 20,453,467,000 0 0 ○普通調整交付金 20,389,836,000

○特別調整交付金 63,631,000

110,245,669 110,245,669 0 0

110,245,669 110,245,669 0 0 ○医療費適正化事業補助金 2,156,000

○健康診査補助金 53,188,000

○特別高額医療費共同事業補助金 21,190,348

○高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 33,711,321

16,966,229,099 16,966,229,099 0 0

16,966,229,099 16,966,229,099 0 0

16,366,196,798 16,366,196,798 0 0

16,366,196,798 16,366,196,798 0 0 ○療養給付費負担金現年度分 16,366,196,798

0 0 0 0

600,032,301 600,032,301 0 0

- 23 -

備　　　　　　　　　　考収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額調  定  額



 1. 現年度分 584,738,000

 2. 過年度分 15,404,000

 2. 県財政安定化基金支 1,000 0 0 1,000

出金

 1. 財政安定化基金 1,000 0 0 1,000

交付金

 1. 財政安定化基金 1,000

交付金

 3. 県補助金 1,000 0 0 1,000

 1. 後期高齢者補助 1,000 0 0 1,000

金

 1. 後期高齢者補助 1,000

金

 4. 支払基金交付金 90,683,513,000 △ 0 84,946,751,000

5,736,762,000

 1. 支払基金交付金 90,683,513,000 △ 0 84,946,751,000

5,736,762,000

 1. 後期高齢者交付 90,683,513,000 △ 0 84,946,751,000

金 5,736,762,000

 1. 現年度分 84,946,750,000

 2. 過年度分 1,000

 5. 特別高額医療費共同事業 11,443,000 23,613,000 0 35,056,000

交付金

 1. 特別高額医療費共同 11,443,000 23,613,000 0 35,056,000

事業交付金

 1. 特別高額医療費 11,443,000 23,613,000 0 35,056,000

共同事業交付金

 1. 特別高額医療費 35,056,000

共同事業交付金

 6. 繰入金 2,101,611,000 128,986,000 0 2,230,597,000

 1. 一般会計繰入金 646,120,000 △1,612,000 0 644,508,000

 1. 一般会計繰入金 646,120,000 △1,612,000 0 644,508,000

 1. 事務費等繰入金 623,039,000

 2. 保険料不均一賦 21,469,000

課繰入金

 2. 基金繰入金 1,455,491,000 130,598,000 0 1,586,089,000

 1. 後期高齢者医療 1,455,491,000 130,598,000 0 1,586,089,000

制度臨時特例基

金繰入金

 1. 後期高齢者医療 1,586,089,000

制度臨時特例基

金繰入金

 7. 繰越金 1,253,404,000 3,047,631,000 0 4,301,035,000

 1. 繰越金 1,253,404,000 3,047,631,000 0 4,301,035,000

 1. 繰越金 1,253,404,000 3,047,631,000 0 4,301,035,000

節   
繰越事業費

繰 越 財 源

- 24 -

款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

充 当 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び

計

区　　　分 金　　額



(単位：円)

584,627,771 584,627,771 0 0 ○高額医療費負担金現年度分 584,627,771

15,404,530 15,404,530 0 0 ○高額医療費負担金過年度分 15,404,530

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

85,525,327,000 85,525,327,000 0 0

85,525,327,000 85,525,327,000 0 0

85,525,327,000 85,525,327,000 0 0

85,525,327,000 85,525,327,000 0 0 ○後期高齢者交付金現年度分 85,525,327,000

0 0 0 0

35,056,754 35,056,754 0 0

35,056,754 35,056,754 0 0

35,056,754 35,056,754 0 0

35,056,754 35,056,754 0 0 ○特別高額医療費共同事業交付金 35,056,754

2,230,701,469 2,230,701,469 0 0

644,508,600 644,508,600 0 0

644,508,600 644,508,600 0 0

623,039,000 623,039,000 0 0 ○事務費等繰入金 623,039,000

21,469,600 21,469,600 0 0 ○保険料不均一賦課繰入金 21,469,600

1,586,192,869 1,586,192,869 0 0

1,586,192,869 1,586,192,869 0 0

1,586,192,869 1,586,192,869 0 0 ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 1,586,192,869

4,301,035,274 4,301,035,274 0 0

4,301,035,274 4,301,035,274 0 0

4,301,035,274 4,301,035,274 0 0

- 25 -

調  定  額 不納欠損額 収入未済額 備　　　　　　　　　　考収 入 済 額



 1. 療養給付費負担 1,402,488,000

金等繰越金

 2. その他繰越金 2,898,547,000

 8. 県財政安定化基金借入金 1,000 0 0 1,000

 1. 県財政安定化基金借 1,000 0 0 1,000

入金

 1. 県財政安定化基 1,000 0 0 1,000

金借入金

 1. 県財政安定化基 1,000

金借入金

 9. 諸収入 122,347,000 15,268,000 0 137,615,000

 1. 延滞金・加算金及び 2,000 0 0 2,000

過料

 1. 加算金 1,000 0 0 1,000

 1. 加算金 1,000

 2. 過料 1,000 0 0 1,000

 1. 過料 1,000

 2. 預金利子 1,000 15,268,000 0 15,269,000

 1. 預金利子 1,000 15,268,000 0 15,269,000

 1. 預金利子 15,269,000

 3. 雑入 122,344,000 0 0 122,344,000

 1. 第三者納付金 122,342,000 0 0 122,342,000

 1. 第三者納付金 122,342,000

 2. 返納金 1,000 0 0 1,000

 1. 返納金 1,000

 3. 雑入 1,000 0 0 1,000

 1. 雑入 1,000

218,355,843,000 △ 0 211,282,474,000

7,073,369,000

- 26 -

歳　入　合　計

補正予算額

継続費及び

計

節   
繰越事業費

当初予算額
款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰 越 財 源
区　　　分 金　　額

充 当 額



(単位：円)

1,402,488,011 1,402,488,011 0 0 ○療養給付費負担金等繰越金 1,402,488,011

2,898,547,263 2,898,547,263 0 0 ○その他繰越金 2,898,547,263

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

143,915,903 143,915,903 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16,175,062 16,175,062 0 0

16,175,062 16,175,062 0 0

16,175,062 16,175,062 0 0 ○歳計現金預金利子 16,175,062

127,740,841 127,740,841 0 0

125,492,023 125,492,023 0 0

125,492,023 125,492,023 0 0 ○第三者納付金 125,492,023

2,248,328 2,248,328 0 0

2,248,328 2,248,328 0 0 ○返納金 2,248,328

490 490 0 0

490 490 0 0 ○雑入 490

215,175,507,481 215,175,507,481 0 0

- 27 -

収入未済額 備　　　　　　　　　　考調  定  額 収 入 済 額 不納欠損額



  歳　出

 1. 総務費 622,188,000 74,401,000 0 0 696,589,000

 1. 総務管理費 622,188,000 74,401,000 0 0 696,589,000

 1. 一般管理 622,188,000 74,401,000 0 0 696,589,000

費

 7. 賃金 1,561,000

 8. 報償費 144,000

 9. 旅費 1,243,000

11. 需用費 15,041,000

12. 役務費 54,290,000

13. 委託料 547,971,000

14. 使用料及 3,240,000

び賃借料

19. 負担金・ 73,099,000

補助及び

交付金

金    額 

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

計
節

 区　　分 

支 出 及 び当初予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

補正予算額

流 用 増 減

款　項　目

- 28 -



675,324,501 0 0 0 21,264,499

675,324,501 0 0 0 21,264,499

675,324,501 0 0 0 21,264,499

641,908 0 0 0 919,092 ◇一般管理費 1,337,359

56,000 0 0 0 88,000 ○後期高齢者医療一般事務費 1,337,359

253,770 0 0 0 989,230 ◇電算処理委託費 448,683,725

11,226,890 0 0 0 3,814,110 ○標準システム運用業務委託料 252,991,683

47,488,276 0 0 0 6,801,724 ○電算処理手数料 171,677,520

539,825,038 0 0 0 8,145,962 ○審査支払システム委託料 18,421,079

3,064,516 0 0 0 175,484 ○レセプトオンライン請求システム

　委託料外 5,593,443

72,768,103 0 0 0 330,897 ◇資格管理費 14,727,773

○被扶養者（被用者保険）情報提供委託料

612,389

○被保険者証等作成費 14,115,384

◇給付管理費 52,565,862

○医療費支給決定等郵便料 13,718,061

○療養費等審査支払手数料 6,435,680

○医療給付実態調査データ作成委託料

15,590,918

○高額療養費支給決定通知書等作成委託料

6,618,992

○高額療養費申請勧奨封入封かん業務委託料

602,700

○第三者行為求償事務委託料 3,889,400

○療養費支給申請書データ入力業務委託料

2,900,375

○レセプト原本管理事務委託料 2,143,162

○高額介護合算療養費申請勧奨通知作成業務

　委託料外 377,580

○給付業務事務費 288,994

◇医療費適正化事業 75,493,629

○後期高齢者医療懇談会費 102,120

○ジェネリック医薬品希望カード作成配布等

19,792,370

○保険料改定お知らせ印刷 235,200

○レセプト点検診査委託料等 34,909,622

○医療費通知作成委託料 12,076,920

○疾病統計作成委託料 4,384,996

○制度お知らせ業務委託等 478,725

○レセプト点検用システム賃借料 2,542.968

○保険者ネットワーク追加端末賃借料

327,600

○重複・頻回受診者訪問指導費 643,108

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

継 続 費
備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越

不用額
繰 越

- 29 -

（単位：円）



 2. 保険給付費 216,726,531,000 △ 0 0 205,404,270,000

11,322,261,000

 1. 療養諸費 208,781,679,000 △ 0 0 197,459,418,000

11,322,261,000

 1. 療養給付 207,831,001,000 △ 0 △117,000 196,481,971,000

費 11,348,913,000

19. 負担金・ 196,481,971,000

補助及び

交付金

 2. 訪問看護 382,203,000 14,615,000 0 0 396,818,000

療養費

19. 負担金・ 396,818,000

補助及び

交付金

 3. 特別療養 1,000 0 0 0 1,000

費

19. 負担金・ 1,000

補助及び

交付金

 4. 移送費 214,000 0 0 117,000 331,000

19. 負担金・ 331,000

補助及び

交付金

款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰越事業費 支 出 及 び

繰 越 額 流 用 増 減

当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

計
節

 区　　分 金    額 
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◇後期高齢者医療制度臨時特例基金事業

22,532,153

○市町村広報活動等補助金 12,782,903

○広域連合広報活動委託料

9,749,250

◇後期高齢者医療特別対策事業 59,984,000

○長寿・健康増進事業実施等市町村補助金

59,984,000

賃金から負担金・補助及び交付金へ

2,000

203,415,443,950 0 0 0 1,988,826,050

195,930,339,054 0 0 0 1,529,078,946

194,960,221,967 0 0 0 1,521,749,033

194,960,221,967 0 0 0 1,521,749,033 ◇療養の給付費 189,072,115,324

○医科（入院） 89,803,372,570

○医科（入院外） 58,182,954,331

○歯科 4,955,711,330

○調剤 36,130,077,093

◇入院時食事療養費 4,363,157,898

○入院時食事・生活療養費 4,361,287,158

○入院時食事療養費差額 1,870,740

◇療養費 1,524,948,745

○一般診療 688,221

○補そう具 101,580,625

○柔道整復師の施術 910,129,617

○あんま・マッサージ 365,416,848

○はり・きゅう 146,857,942

○負担割合差額 275,492

同款・療養諸費・移送費へ

117,000

395,525,564 0 0 0 1,292,436

395,525,564 0 0 0 1,292,436 ◇訪問看護療養費 395,525,564

0 0 0 0 1,000

0 0 0 0 1,000

330,990 0 0 0 10

330,990 0 0 0 10 ◇移送費 330,990

同款・療養諸費・療養給付費から

117,000

支出済額

翌　年　度　繰　越　額

事 故

逓 次
不用額 備　　　　　考

継 続 費 繰 越

繰 越 明 許 費 繰 越
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（単位：円）



 5. 審査支払 568,260,000 12,037,000 0 0 580,297,000

手数料

12. 役務費 580,297,000

 2. 高額療養諸 7,191,852,000 0 0 0 7,191,852,000

費

 1. 高額療養 7,011,217,000 0 0 0 7,011,217,000

費

19. 負担金・ 7,011,217,000

補助及び

交付金

 2. 高額介護 180,635,000 0 0 0 180,635,000

合算療養

費

19. 負担金・ 180,635,000

補助及び

交付金

 3. その他医療 753,000,000 0 0 0 753,000,000

給付費

 1. 葬祭費 753,000,000 0 0 0 753,000,000

19. 負担金・ 753,000,000

補助及び

交付金

 3. 県財政安定化基 201,274,000 0 0 0 201,274,000

金拠出金

 1. 県財政安定 201,274,000 0 0 0 201,274,000

化基金拠出

金

 1. 県財政安 201,274,000 0 0 0 201,274,000

定化基金

拠出金

19. 負担金・ 201,274,000

補助及び

交付金

 4. 特別高額医療費 11,616,000 21,413,000 0 4,661,000 37,690,000

共同事業拠出金

 1. 特別高額医 11,616,000 21,413,000 0 4,661,000 37,690,000

療費共同事

業拠出金

 1. 特別高額 11,444,000 21,413,000 0 4,661,000 37,518,000

医療費共

同事業拠

出金

19. 負担金・ 37,518,000

補助及び

交付金

款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰越事業費 支 出 及 び

繰 越 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

計
節

流 用 増 減  区　　分 金    額 
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574,260,533 0 0 0 6,036,467

574,260,533 0 0 0 6,036,467 ◇審査支払手数料 574,260,533

6,742,604,896 0 0 0 449,247,104

6,742,604,896 0 0 0 268,612,104

6,742,604,896 0 0 0 268,612,104 ◇高額療養費 6,742,604,896

0 0 0 0 180,635,000

0 0 0 0 180,635,000

742,500,000 0 0 0 10,500,000

742,500,000 0 0 0 10,500,000

742,500,000 0 0 0 10,500,000 ◇葬祭費 742,500,000

198,381,000 0 0 0 2,893,000

198,381,000 0 0 0 2,893,000

198,381,000 0 0 0 2,893,000

198,381,000 0 0 0 2,893,000 ◇県財政安定化基金拠出金 198,381,000

33,177,677 0 0 0 4,512,323

33,177,677 0 0 0 4,512,323

33,006,291 0 0 0 4,511,709

33,006,291 0 0 0 4,511,709 ◇特別高額医療費共同事業拠出金 33,006,291

予備費充用額

4,661,000

支出済額

翌　年　度　繰　越　額

事 故

逓 次
不用額 備　　　　　考

継 続 費 繰 越

繰 越 明 許 費 繰 越

（単位：円）
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 2. 特別高額 172,000 0 0 0 172,000

医療費共

同事業事

務費拠出

金

19. 負担金・ 172,000

補助及び

交付金

 5. 保健事業費 310,652,000 0 0 0 310,652,000

 1. 健康保持増 310,652,000 0 0 0 310,652,000

進事業費

 1. 健康診査 310,652,000 0 0 0 310,652,000

費

13. 委託料 310,652,000

 6. 公債費 1,000 0 0 0 1,000

 1. 公債費 1,000 0 0 0 1,000

 1. 利子 1,000 0 0 0 1,000

23. 償還金・ 1,000

利子及び

割引料

 7. 諸支出金 68,838,000 1,521,491,000 0 0 1,590,329,000

 1. 償還金及び 68,838,000 1,521,491,000 0 0 1,590,329,000

還付加算金

 1. 保険料還 67,322,000 0 0 0 67,322,000

付金

23. 償還金・ 67,322,000

利子及び

割引料

 2. 償還金 1,000 1,515,497,000 0 0 1,515,498,000

23. 償還金・ 1,515,498,000

利子及び

割引料

 3. 還付加算 1,515,000 0 0 0 1,515,000

金

23. 償還金・ 1,515,000

利子及び

割引料

 4. 高額療養 0 5,994,000 0 0 5,994,000

費特別支

給金

19. 負担金・ 5,994,000

補助及び

交付金

款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰越事業費 支 出 及 び当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

繰 越 額 流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 
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171,386 0 0 0 614

171,386 0 0 0 614 ◇特別高額医療費共同事業事務費拠出金 171,386

218,084,540 0 0 0 92,567,460

218,084,540 0 0 0 92,567,460

218,084,540 0 0 0 92,567,460

218,084,540 0 0 0 92,567,460 ◇健康診査事業 218,084,540

0 0 0 0 1,000

0 0 0 0 1,000

0 0 0 0 1,000

0 0 0 0 1,000

1,545,126,583 0 0 0 45,202,417

1,545,126,583 0 0 0 45,202,417

29,386,800 0 0 0 37,935,200

29,386,800 0 0 0 37,935,200 ◇保険料過年度還付金 29,386,800

1,511,879,051 0 0 0 3,618,949

1,511,879,051 0 0 0 3,618,949 ◇療養給付費負担金等償還金 1,511,879,051

○支払基金交付金償還金 1,031,280,104

○療養給付費国庫負担金償還金 208,024,143

○療養給付費県費負担金償還金 69,341,381

○療養給付費市町村負担金償還金 182,060,823

○保険料償還金（市町村） 20,262,600

○特別調整交付金償還金 896,000

○高齢者医療制度事業費補助金償還金

14,000

65,300 0 0 0 1,449,700

65,300 0 0 0 1,449,700 ◇還付加算金 65,300

3,795,432 0 0 0 2,198,568

3,795,432 0 0 0 2,198,568 ◇高額療養費特別支給金 3,795,432

支出済額

翌　年　度　繰　越　額

事 故

逓 次

継 続 費 繰 越

繰 越 明 許 費

（単位：円）
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繰 越

不用額 備　　　　　考



 8. 予備費 414,743,000 2,631,587,000 0 △4,661,000 3,041,669,000

 1. 予備費 414,743,000 2,631,587,000 0 △4,661,000 3,041,669,000

 1. 予備費 414,743,000 2,631,587,000 0 △4,661,000 3,041,669,000

△

218,355,843,000 7,073,369,000 0 0 211,282,474,000歳　出　合　計

款　項　目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

支 出 及 び

継続費及び 予 備 費

計
節

繰越事業費

繰 越 額 流 用 増 減  区　　分 
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金    額 

当初予算額 補正予算額



0 0 0 0 3,041,669,000

0 0 0 0 3,041,669,000

0 0 0 0 3,041,669,000 特別高額医療費共同事業拠出金・

特別高額医療費共同事業拠出金・

特別高額医療費共同事業拠出金へ

4,661,000

206,085,538,251 0 0 0 5,196,935,749

継 続 費 繰 越
支出済額

翌　年　度　繰　越　額

事 故

明 許 費 繰 越

逓 次

- 37 -

繰 越

不用額 備　　　　　考

（単位：円）



（単位:千円）

　　　

１． 215,175,507

２． 206,085,538

３． 9,089,969

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

５． 9,089,969

６． 0

７　実質収支に関する調書

計

福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

-　38　-

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

区　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 額

金　　　額

４．

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

実 質 収 支 額



 

８ 財産に関する調書 

 

１ 公有財産 

(1)土地及び建物 

なし 

(2)山林 

なし 

(3)動産 

なし 

(4)物権 

なし 

(5)無体財産権 

なし 

(6)有価証券 

なし 

(7)出資による権利 

なし 

(8)不動産の信託の受益権 

なし 

２ 物品 

  なし 

３ 債権 

  なし 

４ 基金                            

(1) 後期高齢者医療制度臨時特例基金 

区  分 
前年度末 

現 在 高 

決算年度中 

増 減 高 

決算年度末 

現 在 高 

現   金  1,831,281 千円 458,871 千円 2,290,152 千円 
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Ⅱ 平成２１年度 
 

 

主要な施策の成果等報告書 
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１ 一般会計 
● 歳入・歳出予算別執行内容及び成果 

【歳    入】 
１款 分担金及び負担金                      （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

800,784,000 800,784,000 695,000,000 105,784,000 

 組織運営に係る議会経費や派遣職員人件費、制度運営に係る後期高齢者医療標準システム運用経費等

経費として、各市町村より納付される負担金です。平成２１年度は、標準システム電算処理委託料の増

額等の共通経費が増加したため、負担金額が増加したものです。 

 
２款 国庫支出金                         （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

2,048,489,000 2,048,490,489 1,678,610,610 369,879,879 

 国庫支出金は、保険料の不均一賦課負担金と制度の安定的な運営のためのきめ細かな相談体制の整備

や低所得者に係る保険料の軽減措置を補填する財源として交付された、後期高齢者医療制度円滑運営臨

時特例交付金が主なものです。                   （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

国庫負担金 10,734,800 10,324,600 410,200 
国庫補助金 2,037,755,689 1,668,286,010 369,469,679 

■国庫負担金 
広域連合条例附則第６条の規定により適用する不均一保険料率により、均一保険料との差額が生じま

すが、その差額を法令の規定により国庫支出金 1/2、県費支出金 1/2で負担金措置されたものです。 
■国庫補助金 
後期高齢者医療制度の特別対策に係る費用については交付金措置され、広域連合では基金を造成し必

要額を取り崩して充当することとされたものです。 
① 保険料軽減分 
・平成２１年度に実施した保険料軽減 → 低所得者保険料の８．５割軽減 
・平成２２年度に実施する保険料軽減 → 低所得者保険料（均等割）の９割または８．５割軽減 

                      低所得者保険料（所得割）の５割軽減 
                      被扶養者保険料の９割軽減 
② 説明会の開催及び周知広報に要する経費分 
③ きめ細かな相談のための体制の整備等 

 
３款 県支出金                          （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

10,734,000 10,734,800 10,324,600 410,200 

 県支出金の内訳は、保険料の不均一賦課負担金です。 
広域連合条例附則第６条の規定により適用する不均一保険料率により、均一保険料との差額が生じま

すが、その差額を法令の規定により国庫支出金 1/2、県費支出金 1/2で負担金措置されたものです。 
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４款 財産収入                          （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

4,431,000 3,092,711 3,639,329 △546,618 

■ 財産貸付収入は、派遣職員の公舎借上に係る個人負担分で、広域連合公舎規則に基づき納付される

ものです。平成２１年度の公舎借上による派遣職員は１２名でした。 
■ 利子及び配当金は、後期高齢者医療制度臨時特例基金の運用により生じた利子です。預金利率の下

落に伴い、前年度実績及び当初予算見込より減額となっています。なお、この基金は、平成１９年度

より制度円滑導入臨時特例交付金として受入し造成したものです。 
          （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

財産貸付収入 1,093,920 907,320 186,600 
利子及び配当金 1,998,791 2,732,009 △733,218 

 
５款 繰越金                           （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

97,846,000 97,846,423 142,096,397 △44,249,974 

 平成２０年度一般会計繰越金で、内訳は、平成２１年度共通経費に充当した額が 62,096,000円、平成
２０年度精算分として平成２２年度共通経費に充当する額が 25,750,000円、平成２２年度予備費に充当
する額が 10,000,423円です。 

 
６款 諸収入                           （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

48,000 223,987 352,051 △128,064 

 諸収入は、歳計現金の利子と雑入で、雑入については臨時職員の社会保険料納付金（雇用保険料）が

主なものです。平成２０年度と比較して減となっているのは、預金利率の下落に伴い、利子収入が減額

になったことによるものです。 
          （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

預金利子 159,169 316,061 △156,892 

雑  入 64,818 35,990 28,828 
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【歳    出】 
１款 議会費                             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

1,220,000 727,240 0 0 727,240 

【目    的】 
 広域連合の組織及び財政運営、制度運営について、市長から４名、市議会議員から４名、町村長から

４名、町村議会議員から４名の計１６名で構成された広域連合議会において審議されます。 
【主な実施内容】 
平成２１年度は、定例会を平成２１年７月３０日と平成２２年２月２５日の２回開催しました。議員

１６名の報酬・費用弁償、議会会場の借上げ料、事務経費等が主なものです。 
【成    果】 
 ７月定例会においては、特別対策に係る医療条例の改正や関連する補正予算等について審議され、２

月定例会では、次年度以降の新保険料率及び保険料率の軽減措置の改正に伴う関係条例の改正や、平成

２１年度補正予算並びに平成２２年度予算の審議が行われました。 

 
２款 総務費                             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳（円） 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

87,318,000 81,920,190 0 1,134,788 80,785,402 

 （財源内訳その他：公舎入居料 1,093,920円、臨時職員雇用保険料被用者負担分 40,868円） 
【目    的】 
 広域連合の組織運営を円滑に適正に進めるために必要な経費です。 
【主な実施内容】 
 正副連合長、選挙管理委員会、監査委員などの報酬・費用弁償と事務局長、次長、総務課職員人件費

など、組織運営の経費が主なものです。 
【成    果】 
 制度の安定化に向け、広域連合の組織運営は概ね良好に推移したと考えています。 

 
３款 民生費                             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳（円） 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

2,810,400,000 2,803,902,393 2,059,225,289 1,998,791 742,678,313 

 （財源内訳国県支出金：臨時特例交付金 2,037,755,689円、不均一保険料国庫負担金 
10,734,800円、不均一保険料県費負担金 10,734,800円） 

 （財源内訳その他：臨時特例基金利子 1,998,791円） 
【目    的】 
 制度の運営を円滑に進めるために交付された、後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を受けて

の臨時特例基金の積立金と電算処理委託費用などの事務費等繰出金、業務課職員の人件費が主なもので
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す。 
【主な実施内容】 
 基金への積立金は、所得の低い方等への保険料軽減措置や広報、きめ細かな相談体制の整備など、平

成２１年度特別対策事業を実施するため必要額を取り崩し、後期高齢者医療特別会計に繰り入れるもの

です。また、特別対策の柱である、所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方への保険料軽減に

係る平成２２年度の補填分も予め交付されており、同様に積み立てをしています。 
その他、制度の安定的な運営のため後期高齢者医療特別会計へ事務費等を繰出すとともに、業務課職

員の人件費を負担しています。 
【成    果】 
 臨時特例基金については、交付された額を積み立てて基金を造成し、平成２１年度に係る広報及び相

談体制の整備事業に必要な額を取り崩し、後期高齢者医療特別会計に繰り入れて事業費に充てています。 
また、適切な基金管理の観点から資金運用により、利子収入を生み出しています。 
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２ 後期高齢者医療特別会計 
● 歳入・歳出予算別執行内容及び成果 

【歳    入】 
１款 市町村支出金                        （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

32,888,369,000 33,808,323,937 29,994,803,140 3,813,520,797 

 市町村支出金は、後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定負担金等の保険料等負担金と、療養給付費

を定率（１／１２）で負担する療養給付費負担金、被保険者の健康管理・病気リスク軽減のための健康

診査事業を行う保健事業負担金となっています。 
■保険料等負担金                （単位：円） 

21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

16,425,052,883 15,814,180,276 610,872,607 
福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づき、被保険者に対して賦課した保

険料を市町村が徴収し、広域連合に保険料等負担金として納付される保険料と所得の低い被保険者に係

る保険料軽減分を補填するための保険基盤安定負担金が主なものです。 

保険料については、現年度賦課分で 12,357,478,606 円を歳入し、構成市町村・県・広域連合と三者
の収納対策での連携もあり、収納率は県全体で９９．１％となっています。また、前年度からの滞納繰

越分は 70,660,636円の歳入となっています。 
 保険基盤安定負担金については、所得の低い方に対して行った均等割額の軽減賦課分（７割・５割・

２割）と、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する均等割額の軽減賦課分（５割）を、市町村

が一括負担し、その負担した額について県（３／４）が負担するものです。 

 
【参考】 
●現年度賦課分保険料                       （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

調定額 12,474,386,700 12,343,985,800 130,400,900 
収入済額 12,357,478,606 12,203,225,660 154,252,946 
不納欠損額 38,500 44,300 △5,800 

収入未済額 116,908,094 140,760,140 △23,852,046 

収納率 99.1％ 98.9％ 0.2％ 

〔以下内訳〕 
①現年度分特別徴収                       （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

調定額 8,452,941,640 8,510,433,900 △57,492,260 

収入済額 8,452,941,640 8,510,415,100 △57,473,460 

不納欠損額 0 0 0 
収入未済額 0 18,800 △18,800 

収納率 100.0％ 99.9％ 0.1％ 
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②現年度分普通徴収                       （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

調定額 3,987,471,760 3,833,551,900 153,919,860 
収入済額 3,871,816,366 3,692,810,560 179,005,806 
不納欠損額 38,500 44,300 △5,800 

収入未済額 115,655,394 140,741,340 △25,085,946 

収納率 97.1％ 96.3％ 0.8％ 

 
③過年度分普通徴収                       （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

調定額 33,973,300   －   － 

収入済額 32,720,600 － － 

不納欠損額 0 － － 

収入未済額 1,252,700 － － 

収納率 96.3％ － － 

 
●滞納繰越分保険料                        （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

調定額 139,651,240   －   － 

収入済額 70,660,636 － － 

不納欠損額 133,700 － － 

収入未済額 68,990,604 － － 

収納率 50.6％ － － 

 
■療養給付費負担金               （単位：円） 

21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

17,291,239,446 14,101,948,694 3,189,290,752 
現役並み所得者を除く被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額について、市町村が広域連合に

対し、当該市町村に係る負担対象額に定率（１／１２）で負担するものです。 

 
■保健事業負担金                （単位：円） 

21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

92,031,608 78,674,170 13,357,438 
市町村で実施する健康診査事業の被保険者の自己負担分等が、広域連合に納付されるものです。 
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２款 国庫支出金                         （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

69,708,357,000 72,164,918,045 61,159,047,376 11,005,870,669 

国庫支出金は、療養給付費を定率（３／１２）で負担する療養給付費負担金と高額療養費負担金の国

庫負担金、各広域連合間の財政調整機能を担う調整交付金と各種補助事業に係る後期高齢者補助金の国

庫補助金が主なものです。 
（単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

国庫負担金 51,601,205,376 42,765,033,516 8,836,171,860 
国庫補助金 20,563,712,669 18,394,013,860 2,169,698,809 

 
■国庫負担金 
療養給付費負担金は、現役並み所得者を除く被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額について、

国が広域連合に対し定率（３/１２）で負担するものです。 
また、高額医療費負担金は、高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクを緩和するため、レセ

プト１件あたり８０万円を超える医療費のうち、その超える部分の保険料負担分について軽減を図るた

め、国（１／４）、県（１／４）が負担するものです。 

 
■国庫補助金 
 調整交付金は、国が後期高齢者医療広域連合に対して交付するもので、国民健康保険や介護保険と同

様、「普通調整交付金」と「特別調整交付金」の２種類があります。 

① 普通調整交付金                        20,389,836,000円 
被保険者に係る所得の格差による広域連合間の財政の不均衡を是正するために交付されるもので

す。その結果、同じ医療費水準であれば、広域連合全体の所得水準にかかわらず、同じ保険料水準と

なります。 

② 特別調整交付金                            63,631,000円 
災害その他の特別な事情を考慮して交付されるものです。 

 
 後期高齢者補助金は、広域連合が保険者として行う医療費適正化事業、健康診査事業及び超高額医療

費のリスク回避のための事業への補助、並びに、後期高齢者医療制度の定着のための特別対策に係る保

険料減額分の補填としての円滑運営事業補助金が主なものです。 

① 医療費適正化事業補助金                          2,156,000円 
これまで市町村を中心として実施されてきた医療費適正化に係る各種の取り組みは、引き続き広域

連合を主体として実施する必要があることから、その費用の一部が国から補助されるものです。 

 
② 健康診査補助金                             53,188,000円 
広域連合で実施する健康診査事業について、その費用の一部が国から補助されるものです。 

 
③ 特別高額医療費共同事業補助金                      21,190,348円 
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レセプト１件あたり４００万円を超える医療費（特別高額医療費）で、２００万円を超える部分か

ら高額医療費負担分を除いた額につき、広域連合からの拠出金を財源に国保中央会が広域連合に対し

て交付する共同事業について、その拠出金分が国から補助されるものです。 

 
④ 高齢者医療制度円滑運営事業補助金                   33,711,321円 
  平成２０年度の特別対策事業実施に係る国からの補助金で、２０年度の不足分が２１年度に補助さ

れたものです。 

 
３款 県支出金                          （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

17,034,693,000 16,966,229,099 14,561,136,132 2,405,092,967 

療養給付費負担金で、現役並み所得者を除く被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額について、

県が広域連合に対し定率（１／１２）で負担するものです。 
また、高額医療費負担金は、高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクを緩和するため、レセ

プト１件あたり８０万円を超える医療費のうち、その超える部分の保険料負担分について軽減を図るた

め、国（１／４）、県（１／４）が負担するものです。 

 
４款 支払基金交付金                       （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

84,946,751,000 85,525,327,000 74,486,847,000 11,038,480,000 

社会保険診療報酬支払基金が各保険者から被保険者数に応じて後期高齢者支援金を徴収し、広域連合

へ後期高齢者交付金として交付するもので、現役世代からの支援金となっています。 
交付額は、一般の被保険者については療養給付費等の４割、現役並み所得者については療養給付費等

の９割となっています。（現役並み所得者は、公費負担分が無いため支援割合が大きい。） 

 
５款 特別高額医療費共同事業交付金                （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

35,056,000 35,056,754 14,669,201 20,387,553 

超高額医療費によるリスク軽減のためレセプト１件あたり４００万円を超える医療費（特別高額医療

費）で、２００万円を超える部分から高額医療負担分を除いた額につき、広域連合からの拠出金を財源

に国保中央会が広域連合に対して交付するものです。 

 
６款 繰入金                           （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

2,230,597,000 2,230,701,469 1,345,566,674 885,134,795 

繰入金は、一般会計繰入金と後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例基金繰入金があります。 
■一般会計繰入金 
・事務費繰入金 
一般会計で歳入した構成市町村からの共通経費負担金のうち、後期高齢者医療標準システムの電算
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委託経費など、特別会計で処理すべき事務費について、一般会計から繰り入れるものです。 
・不均一賦課繰入金 
広域連合条例附則第６条の規定により適用する不均一保険料率により、均一保険料との差額が生じ

ますが、その差額を法令の規定により一般会計から繰り入れるものです。 

 
■後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 
所得の低い方への保険料軽減措置や広報、きめ細やかな相談体制の整備など、特別事業を実施するた

め、国から交付された交付金を広域連合が基金を造成し繰り入れるものです。 
                                 （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

一般会計繰入金 644,508,600 559,059,200 85,449,400 
基金繰入金 1,586,192,869 786,507,474 799,685,395 

 
７款 繰越金                           （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

4,301,035,000 4,301,035,274 － － 

運用開始となった平成２０年度から平成２１年度へと繰り越された繰越金です。その内訳は、療養給

付費負担金等繰越金 1,402,488,011円、その他の繰越金 2,898,547,263円となっております。 

 
８款 県財政安定化基金借入金                   （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

1,000 0 0 0 

保険料未納リスク、給付増リスク等による広域連合への財政影響に対応するため設置された県財政安

定化基金（国・県・広域連合で拠出）からの借入金で、平成２１年度についての借入はありません。 

 
９款 諸収入                           （単位：円） 

21年度予算 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

137,615,000 143,915,903 43,874,217 100,041,686 

 諸収入は、歳計現金に係る利子収入及び第三者行為納付金が主なものです。 
                                 （単位：円） 

 21年度決算 A 20年度決算 B 増減 A-B 

延滞金、加算金及

び過料 
0 0 0 

預金利子 16,175,062 28,729,080 ▲12,554,018 

雑入 127,740,841 15,145,137 112,595,704 

 
■延滞金・加算金及び過料 
 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく加算金、後期高齢者医療条例に基づく過料に係るものです。

平成２１年度においての実績はありませんでした。 
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■預金利子 
歳計現金に係る預金利子です。預金利率の下落に伴い前年度実績より減額となりましたが、効率的な

資金運用に努めた結果 16,175,062円を歳入しました。 

 
■雑入 
 雑入のうち、交通事故等の第三者行為による医療給付について、損害賠償請求権を取得し求償した件

に関する納付金で、125,492,023 円を歳入しました。また、返納金は被保険者の負担割合の変更（１割
→３割）に伴い、広域連合で支払った医療費の差額分を返還してもらうもので、2,248,328 円を歳入し
ました。 
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【歳    出】 
１款 総務費                             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

696,589,000 675,324,501 62,018,000 22,532,153 590,774,348 

【目    的】 
後期高齢者医療制度を適切に実施するための標準システムの運用業務や診療報酬明細書電算処理業

務等の委託費用、被保険者証の発行や給付関係の支給決定通知の作成発送等に関する事務費用など、本

制度の運営に係る費用です。また、重複・頻回受診者訪問指導やレセプト二次点検などの医療費適正化

事業や健康づくり事業など広域連合の保険者機能の強化に資する事業、並びに制度に関する広報事業に

対する費用が主なものです。 

 
【主な実施内容】 
（１） 一般管理費                         （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

2,564,000 1,337,359 0 0 1,337,359 
  ・ 事務局職員の研修及び構成市町村担当者を対象とした初任者研修会、実務者研究会等の開催

に関するものです。 

 
（２） 電算処理委託費                       （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

454,016,000 448,683,725 0 0 448,683,725 
① 標準システム保守運用、機器等リース 
② 保険者ネットワーク関連機器等リース、保守及び回線使用料 
③ 診療報酬明細書電算処理（標準システム等からの帳票出力） 

 
（３） 資格管理費                         （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

16,181,000 14,727,773 0 0 14,727,773 
・ 被保険者の適正な資格管理、負担区分変更等に関するものです。 
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● 平成２１年度 後期高齢者医療制度 平均被保険者数 ２７２，６８９人 
 
【参考】年齢別被保険者数 

年齢区分 被保険者数（人） 

６５歳～６９歳 ４，８７７ 
７０歳～７４歳 ６，０１２ 
７５歳～７９歳 １０７，８１５ 
８０歳～８４歳 ８５，８３４ 
８５歳～８９歳 ４７，５８９ 
９０歳～９４歳 １８，２２７ 
９５歳～９９歳 ４，９４７ 
１００歳～ ６７１ 

合  計 ２７５，９７２ 

（再掲）被扶養者であった被保険者数 ５８，１４５ 
（平成２２年３月末現在） 

 
（４） 給付管理費                         （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

56,858,000 52,565,862 195,000 0 52,370,862 
  ・ 被保険者の現物給付、現金給付の適切な支給に関するものです。 

 
【参考】給付費別件数 

分    類 給付件数 

療 養 の 給 付 費 7,451,229 
入院時食事療養費 203,246 
保険外併用療養費 0 

療 養 給 付 費 

療 養 費 110,472 
訪 問 看 護 療 養 費 訪 問 看 護 療 養 費 6,700 
特 別 療 養 費 特 別 療 養 費 0 

療 養 諸 費 

移 送 費 移 送 費 5 
高 額 療 養 諸 費 高 額 療 養 費 高 額 療 養 費 410,694 
その他医療給付費 葬 祭 費 葬 祭 費 14,850 

【成    果】 
現在使用している標準システムの構築と広域連合及び構成市町村間のネットワーク化は、平成１９年

度に福島県国民健康保険団体連合会に委託し実施したもので、平成２１年度の標準システム運用業務及

び診療報酬明細書電算処理等についても、豊富な業務経験を有し保険者ネットワークが整備されている

ことから、福島県国民健康保険団体連合会に委託しています。 
標準システムについては、プログラム修正などもありましたが、現在は概ね順調な運用が図られてい

ます。 
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（５） 医療費適正化事業                       （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

84,123,000 75,493,629 1,839,000 0 73,654,629 
【目    的】 
被保険者に対し、適切な医療の確保を図るとともに、医療に要する費用の適正化を総合的に推進する

ものです。 
【主な実施内容】 
① 医療費のお知らせ 
② 重複・頻回受診者訪問指導（在宅保健師３名による指導） 

③ 疾病統計作成 年 1回（５月診療分） 
④ レセプト二次点検（請求内容に疑義があるレセプトについて再点検） 
⑤ ジェネリック医薬品希望カードの配布 
⑥ 後期高齢者医療懇談会 
後期高齢者医療制度の円滑な運営に資するため、懇談会を設置 
ア 委員数 １２名 
イ 構 成 被保険者代表、支援世代代表、保険医代表、学識経験者、保険者代表、行政関係者 

【成    果】 
① 医療費のお知らせ（郵送） ２６４，１２０件 
② 重複・頻回受診者訪問指導 
 ・ 平成２１年１０月～平成２２年３月（６ヶ月） 延べ６２名 
  ・ 対象者のうち、医師・他受診者とのコミュニケーションや安心感を求めて受診する方も見受け

られていますが、回数が限定された訪問だけで受診者の行動に変化を求めるには限界があります。

受診状況の改善や健康的な生活環境の向上のためには継続した働きかけが必要であり、今後も生

活状況の把握と指導内容の検討、検証が必要と考えています。 
③ 疾病統計対象件数（５月診療分） ３９８，６３６件（医科、歯科のみ） 
④ レセプト二次点検（委託） 
 ・ 二次点検実績 

再審査申出件数 １３,７７９件 
認められた件数 ６,５７９件 
認められた金額 １４６,０５０,９１６円 

⑤ ジェネリック医薬品希望カードの配布（郵送） 
  医療費適正化の新たな取り組みとして、ジェネリック医薬品希望カードを全被保険者に配布しま

した。 
⑥ 後期高齢者医療懇談会 
   平成２２年２月１日 
（６） 後期高齢者医療制度臨時特例基金事業             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

22,847,000 22,532,153 0 22,532,153 0 
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【目    的】 
平成２０年度中の政府・与党決定により、制度の円滑な施行と定着のため、保険料の更なる軽減を含

めた特別対策の実施が決定され、広域連合や市町村が広報活動やきめ細かな相談体制の整備を行うもの

です。 
【主な実施内容】 
 ① 特別対策に関する広報の実施等（口座振替と特別徴収の選択制実施、限度額適用・標準負担額減

額認定申請、保険証更新、高額医療・高額介護合算制度、保険料軽減措置といった諸制度、諸手続

き等の周知） 
 ② きめ細やかな相談のための体制の整備等（市町村標準システム端末増設、市町村収納システム端

末増設、相談室用備品等の整備） 
【成    果】 

 広域連合においては、新聞広告への掲載事業を実施し、その経費 9,749,250円を支出しています。 
構成市町村においては、広報紙への掲載、チラシの配布、保険料決定通知書や保険料変更決定通知書

の裏面への刷り込み、チラシの同封、相談体制の整備等を実施しています。 
 ●広域連合実施分 

 事業名 事業費 主な内容 
特別対策に関する広報の

実施等 新聞広告掲載 9,749,250円 特別対策に係る新聞広告 

  新聞広告の実施内容 
第１回 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ（第１号） 

    ・実施日 平成２１年８月１４日 
    ・掲載紙 福島民報、福島民友、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞 
    ・内容  ７段広告（高額介護合算制度開始、保険料の軽減、振り込め詐欺注意等） 

第２回 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ（第２号） 
    ・実施日 平成２２年３月１３日 
    ・掲載紙 福島民報、福島民友、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞 
    ・内容  ７段広告（新保険料率決定、保険料軽減措置継続、ジェネリック医薬品等） 

第３回 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ（第３号） 
    ・実施日 平成２２年３月２７日 
    ・掲載紙 福島民報、福島民友、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞 
    ・内容  ７段広告（後期高齢者健康診査、保険料納付確認、新保険料率決定等） 
●市町村実施分 

 実施市町村数 事業総額 補助総額 主な事業 
①特別対策に関する広

報の実施等 27 7,464,668円 7,459,381円 チラシやパンフレット作成
配布、ダイレクトメール郵送 

②きめ細やかな相談の

ための体制の整備等 6 5,323,522円 5,323,522円 
きめ細かな相談をするため

のスペースの確保、市町村端

末の増設等 

計 延べ 33 12,788,190円 12,782,903円  
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（７） 後期高齢者医療特別対策事業                 （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

60,000,000 59,984,000 59,984,000 0 0 
【目    的】 
 制度開始以降、被保険者等の様々な声に応えるため、広域連合と市町村が制度定着のための広報や相

談業務を行うとともに、被保険者の健康づくりに資するための事業です。平成２１年度は長寿・健康増

進事業のみを実施しました。 
【実施内容】 
 ① 長寿・健康増進事業 
  ・ 市町村で実施する長寿・健康増進事業について補助 
【成    果】 
 ●市町村実施分 

 実施市町村数 事業総額 補助総額 主な事業 

長寿・健康増進事業 35 89,992,133円 59,984,000円 

各種スポーツ大会助成、人

間ドック助成、太極拳ゆっ

たり体操や健康教室など

の健康づくり事業、健康パ

ンフレットやリーフレッ

ト作成など 
 
２款 保険給付費                            （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

205,404,270,000 203,415,443,950 86,448,525,535 102,415,234,869 14,551,683,546 

【目    的】 
 高齢者の心身の特性にも配慮し、被保険者が安心して生活できるよう医療給付を行うものです。 
【主な実施内容】 
（１） 療養給付費                           （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

196,481,971,000 194,960,221,967 83,670,899,244 98,494,926,674 12,794,396,049 

 
① 療養の給付費（現物給付） 
・ 被保険者が、（ア）診察、（イ）薬剤又は治療材料の支給、（ウ）処置、手術その他の治療等

を受けたとき現物給付を行います。 
・ 入院時食事・生活療養費 

保険医療機関等で療養の給付と併せて受けた食事及び生活療養の費用に関して、入院時食

事・生活療養標準負担額を超えた部分につき現物給付を行います。また、入院時食事・生活療

養標準負担額を支払った場合であって、やむを得ない理由により減額認定書の交付を前もって

受けられなかった場合及び長期入院の場合（９０日を超えた場合）に、その差額を被保険者に
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支給するものです。 
  ② 療養費（現金給付） 

・ 一般診療（緊急その他やむを得ない場合で、被保険者証を提出できないために療養の給付等

の支給が受けられなかった場合） 
・ 補装具（治療用装具で、疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲であると医師が認めた場合） 
・ 柔道整復（柔道整復師による施術を受けた場合） 
・ はり・きゅう（鍼師・灸師の施術を医師の同意を得て受けた場合） 
・ あんま・マッサージ（あんま師・マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合） 

 
（２） 訪問看護療養費                        （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

396,818,000 395,525,564 168,543,663 198,325,876 28,656,025 
被保険者が、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看

護を受けた場合に、広域連合が必要であると認めるときは、その認めた額を支給するものです。 

 
（３） 特別療養費                          （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

1,000 0 0 0 0 
被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、保険医療機関等で療養を受けたと

きに、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について支給するものです。 

 
（４） 移送費                            （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

331,000 330,990 134,510 174,133 22,347 
療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、広域連合が必要と認めるときは、

移送費として厚生労働省で定めるところにより算定した額を支給するものです。 

 
（５） 審査支払手数料                        （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

580,297,000 574,260,533 95,098 4,411,026 569,754,409 
保険医療機関等からの療養の給付に関する費用の請求に関して、その審査及び支払を審査支払機関に

委託する際の手数料です。 
手数料額は、レセプト１件あたり単価７７円となっています。 
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（６） 高額療養費                          （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

7,011,217,000 6,742,604,896 2,608,730,061 3,711,693,848 422,180,987 
 療養の給付につき支払われた一部負担金の額が、限度額を超えて支払われた場合、限度額を超えた分

を支給するものです。 

 
（７） 葬祭費                            （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

753,000,000 742,500,000 122,959 5,703,312 736,673,729 
① 福島県後期高齢者医療に関する条例第２条により、被保険者の死亡につき、葬祭を行う者に葬祭

費を支給するものです。 
② 支給額  ５０，０００円 
③ 他保険との併給調整（被用者保険等離脱後３ヶ月以内の本人死亡など、被用者保険等からの支給

を受けることができる場合は行いません。） 

 
【成    果】 
・ 各種給付関係集計表                             （単位：円） 

分    類 件数 給付金額 
医科（入院） 221,502 89,803,372,570 
医科（外来） 4,334,445 58,182,954,331 
歯 科 335,152 4,955,711,330 
調 剤 2,560,130 36,130,077,093 

療養の給付費 

小 計 7,451,229 189,072,115,324 
食事・生活療養費 202,976 4,361,287,158 
食 事 療 養 費 270 1,870,740 入院時食事療養費 
小    計 203,246 4,363,157,898 

保険外併用療養費 保険外併用療養費 0 0 
一 般 診 療 37 688,221 
補 装 具 3,673 101,580,625 
柔 道 整 復 87,160 910,129,617 
あんま・マッサージ 13,591 365,416,848 
はり・きゅう 5,892 146,857,942 
負担割合差額 119 275,492 

療養給付費 

療 養 費 

小 計 110,472 1,524,948,745 
訪問看護療養費 6,700 395,525,564 
特 別 療 養 費 0 0 
移 送 費 5 330,990 
審査支払手数料 7,457,929 574,260,533 

療 養 諸 費 

計  195,930,339,054 
高額療養諸費 高 額 療 養 費 410,694 6,742,604,896 
その他医療給付費 葬 祭 費 14,850 742,500,000 
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３款 県財政安定化基金拠出金                     （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

201,274,000 198,381,000 32,852 1,523,810 196,824,338 

【目    的】 
広域連合の保険財政の安定化に資するため、県に財政安定化基金を設け、次に掲げる事業を実施する

こととされており、その基金造成のために県に拠出するものです。 
（１） 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基

金事業対象費用額に不足すると見込まれる広域連合に対し２分の１に相当する額を基礎として、

構成市町村における保険料の収納状況を勘案し、政令の定めにより算定した額を交付するもので

す。 
（２） 基金対象収入額及び基金事業交付額が基金対象費用額に対して不足すると見込まれる場合、構

成市町村における保険料の収納状況等を勘案して、政令で定めるところにより算定した額の範囲

内の額の貸し付けを受けることができます。 

 
【成    果】 
 平成２１年度において、予算の範囲で拠出しました。 

 
４款 特別高額医療費共同事業拠出金                  （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

37,690,000 33,177,677 21,190,348 0 11,987,329 

【目    的】 
特別高額医療費共同事業拠出金は、著しく高額な医療給付の発生が後期高齢者医療制度の財政に与え

る影響を緩和するため、レセプト１件あたり４００万円を超える医療費（特別高額医療費）で、２００

万円を超える部分から高額医療負担分を除いた額につき、広域連合からの拠出金を財源に国保中央会が

広域連合に対して交付する事業に対し拠出するものです。 
【成    果】 
 平成２１年度において、予算の範囲で拠出しました。 

 
５款 保健事業費                           （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

310,652,000 218,084,540 43,285,709 92,667,467 82,131,364 

【目    的】 

福島県後期高齢者医療に関する条例第 3条の規定により、被保険者の健康の保持増進、生活習慣病を
早期発見するために、保健事業として健康診査事業を実施するものです。 
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【主な実施内容】 
（１） 健康診査事業 
事業実施主体を広域連合とし、市町村に委託して事業を実施します。 
①健診項目 
特定健診必須項目と同一項目 

②健診対象者 
下記以外の者 
ア 入院中の者 
イ 糖尿病・高脂血症等の生活習慣病で通院の者 
ウ かかりつけ医師により、定期的に受診するよう指導された者 

③事務経費 

健診者一人当たり 300円。ただし、生活機能評価と同時実施健康診査の場合は生活機能評価の
負担。 
④受診者負担 

受診者一人当たりの自己負担 1,000円。 
⑤委託料（単価） 

ア 集団健康診査・施設健康診査 6,530円 

イ 上記の内受診者が直接健康診査機関に負担金を納入した場合 5,530円 

ウ 生活機能評価と同時実施健康診査 1,920円 

エ 事務費 300円 

（２）健診データの管理 
広域連合が管理し、データを提出するために要する経費は、構成市町村の負担とします。 

（３）保健指導等 
健康増進法、介護保険法に基づき市町村が実施することとします。 

【成    果】 
 健康診査受診者数集計（全市町村） 

被保険者数(A) 

（H21年 3月末） 
受診者数(C) 

受診率 

(C)÷(A) 

（参考） 

H20受診率 

41,350 
集団健診 施設健診 269,771 
23,676 17,674 

15.33％ 15.19％ 

 

６款 公債費                             （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

1,000 0 0 0 0 

【目    的】 
広域連合が借り入れた地方債の元利償還金及び利子の償還に要する経費です。 
【主な実施内容】 
平成２１年度について借入はありません。 
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７款 諸支出金                            （単位：円） 

21年度決算の財源内訳 
21年度予算 21年度決算 

国県支出金 その他 一般財源 

1,590,329,000 1,545,126,583 3,452,000 0 1,541,674,583 

【目    的】 
定率負担金、支払基金交付金負担金等の精算により、返還を要する経費です。 
【主な実施内容】 

（１） 保険料還付金                            29,386,800円 
  被保険者の資格喪失、所得更正等により過納となった保険料のうち、還付が過年度となった場合の

経費です。 
  保険料は市町村が被保険者より徴収し、広域連合に送金しているため、その所要額として上記金額

を市町村に支払いました。 

（２） 療養給付費負担金等償還金                     1,511,879,051円 
  定率負担金、支払基金交付金等の負担金について精算した結果、返還が生じた金額です。 

償還金等名称 償還額 

支払基金交付金償還金 1,031,280,104 
療養給付費国庫負担金償還金 208,024,143 
療養給付費県費負担金償還金 69,341,381 
療養給付費市町村負担金償還金 182,060,823 
保険料償還金（市町村精算） 20,262,600 
特別調整交付金償還金 896,000 
高齢者医療制度事業費補助金償還金 14,000 

合  計 1,511,879,051 

（３） 還付加算金                               65,300円 
  市町村が徴収した保険料のうち、被保険者の資格喪失、所得更正等に伴い還付すべき過誤納金のう

ち、還付に相当の時間を要する場合、還付金に加算金を付して還付する必要があることから、上記の

所要額を支払いました。 

（４） 高額療養費特別支給金                         3,795,432円 
  ７５歳の誕生月に、従前の保険医療制度から後期高齢者医療制度に切り替わる際、高額な医療費を

支払っていた一部の被保険者について、他の月に比べて負担が増加する場合があったことから、その

負担軽減措置として、上記のとおり「高額療養費特別支給金」を支給しました。 

 
 


